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第第
１１
回回
定定
例例
会会
のの
ああ
らら
まま
しし

山
中
市
政
も
六
年

目
と
な
っ
た
。
厳
し

い
財
政
状
況
の
下
、

将
来
を
見
据
え
た

次
世
代
へ
の
施
策

の
充
実

を
最
重
要

課
題
と
し
て
取
り
上

げ
て
お
り
、
会
派
と

し
て
大
変
評
価
す
る
。

し
か
し
、
社
会
保
障

の
分
野
で
は
、
世
代
間
で
の
負
担

不
公
平
の
解
消
の
た
め
と
し
て
、

国
に
よ
る
制
度
改
正
も
行
な
わ
れ

て
お
り
、
市
民
の
間
に
将
来
へ
の

不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、

不
安
解
消
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
市
の
説
明
責
任
を
果
た
し
て

ほ
し
い
。
ま
た
、
今
後
も
よ
り
一

層
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営

を
進
め
、
行
政
の
ス
リ
ム
化
と
財

政
の
早
期
健
全
化
を
強
く
求
め
る
。

平
成
十
四
年
に
は

千
百
億
円
を
超
え
て

い
た
市
債
発
行
残
高

が
、
平
成
二
十
年
度

末
に
は
八
百
億
円
台

を
切
る
ま
で
に
至
っ

た
。
本
市
の
着
々
と

し
た
財
政
再
建
へ
の

取
り
組
み
が
成
果
と

し
て
表
れ
て
い
る
。

新
年
度
の
施
政
方
針
で
は
、
将
来

に
向
け
希
望
の
持
て
る
施
策
が
具

体
的
な
形
と
な
っ
た
。
高
齢
者
の

バ
ス
運
賃
助
成
制
度
の
復
活
、
小

中
学
校
の
普
通
教
室
等
へ
の
空
調

設
備
の
設
置
、
妊
産
婦
健
診
助
成

制
度
の
拡
充
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
歳
入

面
で
心
配
な
の
は
高
浜
町
十
番
の

販
売
で
あ
る
。
土
地
完
売
に
向
け
、

全
力
で
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

市
長
二
期
目
の
予

算
は
、

行
政
改
革

推
進

、

快
適
で

住
み
良
い
ま
ち
の
創

造

、

次
世
代
の

環
境
整
備

を
柱
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、

現
下
の
厳
し
い
市
民

生
活
を
支
え
る
制
度

の
創
設
や
予
算
配
分

が
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
福
祉
施
策

も
後
退
し
て
い
る
。
市
長
の

守

る
べ
き
と
こ
ろ
は
守
り
、
変
え
て

ゆ
く
べ
き
と
こ
ろ
は
変
え
て
い

く

に
は
、
基
準
が
示
さ
れ
て
お

ら
ず
、
予
算
か
ら
意
図
を
推
測
す

る
と

逆
立
ち

し
て
い
る
と
感

じ
る
。
次
世
代
の
環
境
整
備
と
言

う
が
、
市
の
優
れ
て
い
た
奨
学
金

制
度
は
後
退
し
て
い
る
。
教
育
予

算
を
積
極
的
に
増
額
す
べ
き
だ
。

イ ー ブ ン

財
政
再
建
に
一
定

の
成
果
が
出
て
お
り
、

ま
た
、
さ
ら
な
る
行

政
効
率
の
向
上
に
向

け
、
引
き
続
き
行
政

改
革
に
取
り
組
む
姿

勢
を
評
価
す
る
。
ま

た
、
長
年
懸
案
で
あ

っ
た
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
建
設
や
学
校
園
へ

の
空
調
設
備
設
置
な
ど
の
諸
課
題

を
前
進
さ
せ
、
従
来
か
ら
の
重
点

施
策
で
あ
る

安
全

と

環
境

に
加
え
、
福
祉
や
教
育
の
分
野
に

も
明
る
い
兆
し
が
感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
芦
屋
の
魅
力
を
高
め
、

個
性
と
活
気
に
満
ち
た

世
界
一

の
ま
ち

実
現
の
意
欲
も
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
地
方
分
権
時
代
に

向
け
、
よ
り
一
層
の
芦
屋
ら
し
さ

の
再
構
築
に
期
待
す
る
。

守
る
べ
き
も
の

は
守
り
つ
つ
、
変
え

て
い
く
べ
き
と
こ
ろ

は
変
え
て
い
く

と

市
長
は
言
う
が
、
行

革

だ
と
言
っ
て
、

福
祉
金
や
奨
学
金
、

敬
老
祝
金
な
ど
を
削

減
し
、
守
ろ
う
と
し

て
い
る
も
の
は
何
な

の
か
。
山
手
幹
線
芦
屋
川
ト
ン
ネ

ル
に
は
、
七
億
円
も
の
追
加
工
事

費
が
ぽ
ん
と
出
さ
れ
、
開
発
優
先

が
守
ら
れ
、
膨
れ
上
っ
た
借
金
の

ツ
ケ
が
市
民
に
回
っ
て
い
る
。
相

次
ぐ
負
担
増
が
進
む
中
、
市
民
の

く
ら
し
こ
そ
守
る
べ
き
だ
。
福
祉

セ
ン
タ
ー
は
、
土
地
売
却
を
急
が

ず
、
内
容
も
含
め
市
民
的
コ
ン
セ

ン
サ
ス
の
形
成
に
時
間
と
労
力
を

か
け
、
よ
り
よ
い
セ
ン
タ
ー
を
。

施
政
方
針
に
対
し
て

会
派
か
ら
ひ
と
こ
と

施
政
方
針
に
対
し
て

会
派
か
ら
ひ
と
こ
と

公 明 党

新 社 会 党

創政クラブ

日本共産党

予
算
特
別
委
員
会
で

年
度
予
算
案
を
審
査

平
成
二
十
年
度
各
会
計
予
算
案

十
四
件
の
審
査
を
行
う
た
め
、
三

月
六
日
（
木
）
の
本
会
議
で
、
全

議
員
で
構
成
す
る
予
算
特
別
委
員

会
（
委
員
長

重
村
啓
二
郎
、
副

委
員
長

帰
山

和
也
）
を
設
置

し
ま
し
た
。
予
算
特
別
委
員
会
で

は
、
予
算
案
を
三
つ
の
分
科
会
に

分
割
し
て
詳
細
に
審
査
し
ま
し
た
。

十
八
日
（
火
）
の
委
員
会
で
は
、

各
予
算
案
に
対
す
る
討
論
・
表
決

を
行
い
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
同
意
し
た
人
事
案

件
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称

略
）

■
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
（
任
期
・
三
年
）

難
波

里
美
（
な
ん
ば

さ
と

み
）

大
阪
市
東
住
吉
区
在
住
。

議案番号 件 名 結 果

市

長

提

出

議

案

固定資産評価審査委員会委員の選任

市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正

市職員の退職手当に関する条例の一部改正

芦屋市営住宅の設置管理に関する条例の一部改正

南芦屋浜地区の企業立地促進に関する条例の一部改正

年度一般会計補正予算（第５号）

年度下水道事業特別会計補正予算（第２号）

年度宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）

年度病院事業会計補正予算（第１号）

訴えの提起について

市附属機関の設置に関する条例の一部改正

市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

特別会計条例の一部改正

国民健康保険事業特別会計基金条例の一部改正

市青少年野外活動センターの設置管理条例の廃止

市保健センターの設置管理条例の一部改正

市休日応急診療所、福祉医療費助成条例の一部改正

介護保険条例の一部改正

国民健康保険条例の一部改正

国民健康保険条例の特例に関する条例の廃止

後期高齢者医療に関する条例の制定

敬老祝金条例の一部改正

地区計画の区域内の建築物制限に関する条例の一部改正

年度一般会計予算

年度国民健康保険事業特別会計予算

年度下水道事業特別会計予算

年度公共用地取得費特別会計予算

年度都市再開発事業特別会計予算

年度老人保健医療事業特別会計予算

年度駐車場事業特別会計予算

年度介護保険事業特別会計予算

年度宅地造成事業特別会計予算

年度後期高齢者医療事業特別会計予算

年度打出芦屋財産区共有財産会計予算

年度三条津知財産区共有財産会計予算

年度病院事業会計予算

年度水道事業会計予算

財産の処分について

市職員定数条例の一部改正

同 意（２／ ）

可 決（３／５）

可 決（３／５）

可 決（３／５）
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可 決（３／５）

可 決（３／５）

可 決（３／５）

可 決（３／５）

可 決（３／５）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）

可 決（３／ ）
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市民の皆さんがお困りになっているこ
とや意見・要望を市政に反映させる方法
として、請願書や陳情書を市議会に提出
する制度があります。
請願書や陳情書はいつでも提出するこ

とができますが、提出日によって審査が
次の定例会になることがあります。
詳しくは、芦屋市議会のホームページ

もご覧ください。
■請願書・陳情書の書き方
右記の例を参考に、 ４サイズの用紙
に横書きで、次の事項を日本語で簡明に
記入してください。あて先は、 芦屋市
議会議長 ○○○○あて と記載してく
ださい。（議長名が不明な場合は、市議
会事務局にお問い合わせください。）
件名、趣旨（理由および項目）および提
出年月日。
請願者（陳情者）の住所、氏名、押印。
請願者が２人以上の場合は代表者を決
めてください。
請願紹介議員の署名、または、記名押
印（陳情書の場合は不要）。

※書類上、請願書と陳情書の違いは、請
願紹介議員の有無だけです。

■請願書・陳情書の提出方法
市役所南館３階市議会事務局へ執務時

間中にご持参ください。その際、請願書
の場合、審査を行う委員会で請願趣旨を
説明する、口頭陳述の申し出ができます。

■請願書・陳情書の審査
請願書は、本会議の議題となり、委員
会審査の後、再び、本会議で、 採択、
不採択、 一部採択の結論を出します。
なお、継続審査になる場合もあります。
陳情書は、議長が委員会に送付し、委
員会で審査を行います。委員会では、
採択、 不採択、 結論を得ず、 審査
不要のうちから１つの結論を出します。
■請願書・陳情書の違い
請願書は、本市議会の議員が請願紹介
議員になる必要があります。請願は、本
会議の議題になり、審査を行う委員会で
は、請願者は口頭陳述をすることができ
ます。請願は本会議で結論を出します。
陳情書には、請願紹介議員が不要で、
口頭陳述制度はありません。陳情は委員
会で結論を出します。

請願書・陳情書を提出するには

○○についての請願書

理由

項目

年 月 日
芦屋市議会議長

あて
請願者 住所

氏名 ○印
請願紹介議員 ○印


